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保存版 高山市 空き家の手引き
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いつまでも

美しい

まちのために。

まずは、

空家問題から

始めて

みませんか ?
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高山市

空き家の手引き

令和8年 3月発行

株式会社サイネックス

〒543‐ 0001大阪府大阪市天王寺区上本町S‐ 3‐ 15

TEL.06‐ 6766‐3333(六十t表 )

株式会社サイネックス 北陸支店
〒918‐8114福井県福舞市羽水2‐709

TEL.0776‐ 34‐6566

※掲載している広告は、令和8年 2月現在の情報です。

無断で観写、転磯することはご追慮ください。

QRコードは株式会社デンソーウェープの豊線簡線です。
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不動産
無料相談・相編量記のお手伝いお受け数します
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継続して居住や使用のない住居やその他の使用もなされていない建物や敷地のこと

高山市では、平成27年に国が施行した「空家等対策の推進に関する特別措置法」を契機に、

「高山市空家等対策計画」を定め、所有者・管理者への指導などの取り組みを進めています。

空き家を放置していると、

固定資産税が最大6倍になる!?

空普家を週切に管理していないと自治体から切

告を受I火固定資虚税における住宅用地特例か

ら除外されます。

また、法改正により働告対象が拡大していま・先

《区 B〉

ゼ

一聡 ゝ

空害家
リポーター

【りのにゃ～】
む

‐

空き家とは

空き家放置のリスク

落下・凩散事故の恐れ

屋根瓦や外壁の

劣化やズレ

週行の妨げ

隣地・適路への

樹木の越境

不法侵入・不法滞在

窓ガラスの破損や

扉の損傷

書虫・審獣の緊殖

雑車の繁茂や
落ち葉の飛散

倒壊・崩落の危険

土台や柱の

周食や亀製

不法投票・敏火のリスク

ごみや可燃物の

放置。散乱

空き家の

管理責任は

所有きに

あるよ !

建築部門

不動産部門

緊つむぎ舎 Oos77‐ 57‐8861
〒506・ 0351高山市大新町 2・205・ 11   早日9:00～ 18:00 日電定休 HPはこちら
③ 領申環知事静可 (触・4)第 35050S G

崚阜併襲知事(1)妬 5316号
宅地建務取]I無 雪免許圧番e
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空き家を放置し続けると…

空き家の状態の確認

H 空き家の状態
<中 ………………………………¨……………………・> 田

適切に管理された

空き家

β

窓や霊が破損しているなど管理

が不十分な状態

1.召しく保安上危険となるおそれのある状態

2.著しく衛生上再響となるおそれのある状題

3.響しく景観を損なっている状態

4.その他周辺の生活環境の保全を図るた

めに放置することが不週切である状態

>>

↓↓
指導に従わず勧告を受けると、固定

資産税の住宅用地特例から除外され

固定資産税が最大6倍になりま魂

勧告を無視した場合、改善命令が出され、従わなければ50万円

以下の過料が科せられます。

１
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Ｖ

費用は

所有者の

負担

生命に関わるような緊急性の高い場合に

は

鰯

管理不全空家に

認定
特定空家に認定

増合も

周囲の状況で

認定される

指 導 助言または指導

勧 告 勧 告

命 令

代執行・

緊急代執行
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遺言書を残すなど、誰に家を

引き継いでもらいたいかなど

を明確にしておくことで、残さ

れた家族が悩んだり、争うこと

がないように準備することが

重要です。

空き家を放置し続けると倒

壊、火災等の危険性や防犯、衛

生上の課題も生じます。

空き家の所有者には法的に

も管理責任があります。

ヽ

空き家の使い方を決めるに

あたっては家財の処分や祖続

手続き等の理解を深めることが

重要です。また売却や賃賞の可

能性がある場合には、事前に梱

談する不動産や空き家バンクに

ついて調査しましょう。

く広 告〉

知りたいことは

何ですか?

空き家管理 。活用実践フロー

我が家の

将来について

考えましよう!

空き家を

所有することに

なりました

空き家の

使い方を

考えましょう !

次世代への

引き継ぎについて事前に

考えましょう !

空き家の

所有者には管理羮任が

あります !

家財処分、

相続等について

知りましょう !

〔公社〕全田電電E“n31■a盟協台R′ (館松)戯BR宅建BRBBIIBa白 口
蟻B甲阿い免欝(8)H356S■ ′鼠B不Ⅱ 生`E“引日旧nan′ 電Bロヨンサルテインク出白白R

渡辺不動産0
誂 粍篤瀞鰐 酬 粧鶉

取扱

業務

土地・建物・とヽ衡
全てお任せくたさい |

γ B日

行政書士 渡辺修治事務所
・限地法関連・契約督作成

・内容証明  B開発許可
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適切な管理を !

当面

そのままに

する
》》

》》

当面はそのままにする場合でも、

いずれは活用する(自分で住む、賃

賞。売却する等)ときのために、過切

な管理ぶ逃要です。

測

空き家バンク又は不動産業者を利

用し、空き家の活用を考えましょう。

併せて、改修や契約について考え

ることが重要です。

倒壊の危険性の高い老朽化した

空き家や管理が困難な空き家に対し

ては、取り壊しもご検討ください。

。ゝ1デ

|

賞す

売る

・・　

　

ｔ

ゝ

取り壊す 》》

有効に活用しましょう !

壊すことも管理の一つ !

(Ei告 〉

k 二

オ =
民家

◆新祭工事

■躇側がなくて手がつけられない

日どこから手をつけていいかわからない
輛 m

い齢熾隠鰯属電亜Dω

コ

Φ登雖 _正憂⊃
高山市―之宮町 183・ 1

TEL.090o7049‐ 0687
盤 図匠建

株 式会社

HP  inStagram
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一
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“建てる"を超えて

``生 きる"をデザインする

お手伝いします

引
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高山市―之富町183‐ 1

TEL.070‐ 2356‐ 1763
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○ 積が車a将来と考えよう
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どのように次世代に引き継ぐか考えよう。

∈ 現在の登記を確認しよう。

土地や建物の所有権に側しては、不動産豊記の義務付けがなかつたため、

従前所有者の名残のよよになっていることがあります。

所有権を証明できなければ、次世代への過切な相続や活用ができなくなります。

不動産登配の名義を確認し、現在の所有者になつているか確認しましょう。
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ｉ
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ｌ
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げ

∈ 相続人全員で話し合いをしよう(遺産分割協議)。

∈

それぞれの栂続人には法定相続分があります。遺産分割協議をしない場合、

4日続人の持分割合により相続登記を行いますが、週産分割協議をすることにより、

特定の相続人の単独名義や特定の共有名義とすることができます。ただし、遺歴

分割協議は栂続人全員の同意が無ければ無効となりますので注意が必要です。

なお、話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所にて還産分割調停により解決を

図る方法もあります。

困ったときは専門家に相談しよう。

も '

不動産登記の確認や相続税の計算、相続人の権利関係、遺言書の作成に側しては、専門的な知見が必要です。

それぞれの悩みに応じて、法務局、税理士、弁護士、司法書士などの専門家に相談しましよう。

空き家に関する相談窓ロ

空き家に関する梱談は、「適切な管理Jと「利活用」の二つに区分されます。

空き家の利活用については、空き家が発生した時点で、利活用等の相談を受けられるように

関係腺と運擁しています。

また、管理不十分な空き家の相談は、関係課や協議会、関係団体と運焼。相談し対応しま魂

利 活 用
遭切な管理

:高山市都市政策部亀策住宅際 TCL.0577‐ 35・ 3176
FAX.0577・ 35・ 3168
E・ mati:ken‐JOdty・ takayamaoig.Jp

空き家に関する

中□談′＼の文サ応

相談窓□

ヽ
　
”

一
し
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■
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●

一）
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∈ 意思表示をしておこう。
・
f

家や土地など分召IJが難しい相続財産をめぐるトラブルを防止するため、家族間での

おし合いや遺言書の作成など、次世代に引き継ぐための準智もを行いましよう。

遺言書には、一般的にr自筆証番遺言Jと『公正証密還雹」があり、それぞれにメリ・ント

デメリットがあります。それぞれの特徴を理解して、最適な形式を選びましよう。
/

還営者本人が公証人に口頭で遺言内容を

伝え、公証人が文章にまとめます。

※案印・印鑑証明審、登記燿饉本などが必要

2人必要

原本は公証役場

必要(財産額によって異なる)

●形式不備等により

無効になるおそれがない
●紛失・隠匿・偽造の
おそれがない

●手間がかかる
。箆用がかかる

`

イ

V

作成方法

肛  人

保管場所

貴  用
●手軽に作成できる
。費用がかからない

。紛失・隠匿・偽造の

おそれ力ぐある
。文意・形式不1備等により

無効となるおそれがある
。家庭裁判所の

検認手続きが必要

還雪者本人の自筆で記述

※バソコンでの作成は無効だが、

財歴目録の作成には使用可能

不 要

自宅等
法務局

(自筆証審遺言督保管制度)

必要(3,900円 )不 要

。手軽に作成できる
。紛失・隠匿。偽造の

おそれがない
。死後に、通言督保管の

通知がある

。文意不明等により

無効となるおそれ

公正証 ;馨違と!自等証 f!:道こ

デメリット

メリット

f″ffr
け

還雷B情報肛明Bの交付
週雷Bの関寛

①関係追雷書保管通畑
②死亡時通則

自筆証書遺言書

保管制度
自筆肛書遺言書の紛失や

隠匿、偽造や改ざんを防ぐ

ため法務局で、遺言書の

原本と、その画像データを

保管する制度です。

a

‐‐‐‐
、

灘:8ミ :

週雷書

相綴人等

他の相編人等

保管距の1聖!〒
案付等 |ぎ三‐!

]

0岐 阜地方法務局 高山支局 田 0577‐ 32‐ 0915
出典:政府広報オンライン「自筆証書還言書保管制度J(httP筑〃www.govぃon“ne.go.jp′ usefut/Btticte/202009/1.htmt)

榊

卸
ビi

法務局

(遺言密保管所)

交付・閲質

腑 求
申 舗

譴B  矢0

高山市 空き家の手引き  7
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C)岐阜地方法務局高山支局  団 岐阜県高山市8召和町2丁目220 田 0577‐ 32‐0915

親族の死亡等により空き家を相続した場合は、相続人への名義の変更 (相続登記)を行いましょう。

相続登記がさば 、前所有者 (故人等)の名義のままになっていると売買などの支障となります。きちん

と相続登記を済ませておきましよう。

法
務
周

に
て

必要な情報を

りt集しょう。

空き家の名義人を田
べるための量記事項
証明書を取得

相続人全員で話し合い

ましょう。

遺産分割協議をすることにより、特定

の相続人の単独名義や特定の共有名義

とすることができます。ただし、還産分

割協:盤は4日続人全員の同意がなければ

無効となりますので注意が必要です。

遺言審などにより相続する人が決

まつている場合は、協議は不要です。

申請書、添付書類を

用意の上、法務局ヘ

登記申語をしよう。

ご自身で相続登記をすることが難し

い場合、登記の専門家である司法書士

に依頼することもできます。

に
て

:こ

て

協鵬

豊
解

君

豊
解

科

固定資虚全部証明書・
名寄帳りを取得

命 法務局の審査を経て、問題がなければ

相続登記が完了しま魂
相綴人確定のための

戸籍証明書を取得 遺痙分割

戸籍証明書のH求が便利になりました。

最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等が語求できます。

。本籍地のある還方に行かなくてもOK!

●必要な戸層の本霜地が全国各地に分かれていても、1か所の市区町村の

憲口でまとめて騎求可悔 !

竜

法務省広壌

交付案内

相続登記をしよう

〈広 告〉

個鯛靱鯛害はお饉世く肥書い

′.相続手続きの実務経験が豊富

2.相談者の方に寄り添つた対応

a高山市役所から徒歩3分
4.営業時間外も対応(事前予約)

祖続手続き土地・建物の名義変更

ング

河台亮―

二．熟bQ
セプンイレプン

高山市役所

◆ 蔦山米破

喩
西Jヽ学後

※初田′〔―キングに専用駐車娼がこぎいます

― E相 酸 無 料 ―

ご予約をいただければ

営来‖守問外でもご対A感

させていただきます

Kよ01河含亮―司法書士事務所 | 繋
岐阜県高山市初日町2‐66
URL>https:〃 krsj。,p

と相談・と予約など、お気軽にお問い合わせください 〉〉〉配 05丙声3許5電 ]7

8 プ翔協2ぉF搾ャ攻



餅 法定相続

第211買イ立

基本的な相続の順番は、下図のようになります。

遺歴は、まず画 の相続人に相統権があり、子がいない、またはlg続放票をした場合には、次の順位の

相続権がある人が相続人となります。

来1父母がいない鳩合、組父母が第2順位
所有者に

子がいない場合

配偶者と父母来1ニ ニ ニ ニ

息 息

く
′

必ず相続人

囲 囲
子も父母も

いない場合

配偶者と
兄弟姉妹栄3所有者に

子がいる場合

配偶者と子※2

※2子が先に

亡くなつている場合、

孫が第1順位

※3兄弟姉妹が先に
亡くなつている場合、

場・煙が第3順位ニ
ヽ 1/

詳 lTlはこちら

空き家の状態をチェックしよう

インスペクシヨンとは、建物状況調査のことで、

建築士等の専門家が建物の劣化状況 (基礎、外壁

等のひび割れ、雨漏り衛の劣化状況・不具合の状

況等)を目視、計洟ll等により調査し、現状の建物が

衛えている性能を把握するものです。

インスペクシヨンを受けることで

売主はSI蓉凝し後のトラブル団連

など、買主は朗入後の維持・管I翌ブ

ランが立てやすく、安心に′て囲入で

きるようになるなどがあります.

既存住宅状況調査技術者検系

ベージ等から調査実施者を検策

いただくことも可能です。

法
定
相
続
人

稿
続
関
係
図
の
処

百EI呂者 所 T∫ 名

インスベクシヨンを

受けるメリッHよ?

口 田

高山市 空き家の手引き  9
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空き車と警理する場合には 津

◆

III IIIIIII。 1● DheB 9‖ |||IH'HI,||lh‖ |‖ 1111〕ヱ

∈ 空き家は定期的な点検と管理が大切です !

人が出入りをし、適切に管理することで建物の老朽化の抑制につながります。具体的には

定期的な週凰、換気、通水、掃除を行うことで老朽化の進行を抑制することができます。

次の作業項目を参考に、月1回程度の頻度でできるだけこまめに取り組むようにしましよう。

また、大雨や台風、地震のあとは、建物に被害がないか必ず点検しましょう。

◆

∈ 自分でできる管理方法

近隣に迷惑をかけないようにしよう

ピーー
ピーー
ビーー
ビーー

週風・換気(60分程度)
隅 すべての窓・収納扉 (押入れ。クローゼット)の開放

Iそ i換気扇の運転

通水 (3分程度)
|,各蛇口の過水

〔二各排水口に水を流す(防臭、防虫のため)

掃除 「 〕室内の簡単な清掃

郵便物整理 tう ポスト、玄関に投函された郵便物・配布物の整理

敷地内清掃 ら敷地内の落ち案やごみの清掃

軍取り

庭本の剪定
「
,革取り、越境している技やツんの剪定

t“ 庭本の剪定、消番

iち すべての部屋に雨漏りがないか雨沼りの有無

建物の傷み tどう建物に傷んでいるところはないか

多

`水

溺れなどがないか設備の傷み

建物を傷めないた

めには、できるだけ

頻繁に行いましよう

ご近所の迷惑にな

らないよう念入りに

行いましょう

大雨や台風、地震の

あとは必ず点検を

行いましょう

10 Tうη協勢う・ヂ髭義攻



仔 空き家の傷み具合チェックシート

「
」 E根

●屋根材の異状

(ズレ、割れ、さび、苔、ハガレ)

働 軒裏

●軒裏部分の異状

(シミ、汚れ、浮き、答、ハガレ)
●鉄筋の密出

□雨とい

●水鴻れ、ハズレ、ヒピ、割れ

衝窓・出入ロドア

●ガラス、建付けの興状

(割れ、ヒビ、開閉の不集合、

傾き、施館の不具合)

ロパルコニー

●床材、手すりの異状

(破れ、虫食い、腐朽、反り、

たわみ、さび、ぐらつき)

EI外壁

●外壁の興状 (汚れ、色あせ、
さび、苔、ハガレ、ヒピ)

●鉄筋の奮出

□擁霊

●水抜き穴の諸よりの有無
●ひび轡Jれの有無
●目地の開きの有無

E:塀

●塀の異状

(汚れ、傾き、崩れ)

□家まわり

●樹木、雑草の緊茂
●書虫、害獣の発生

□土台・基礎

●基礎、土台の興状

(ヒピ、制れ、傾き、腐朽、

虫食い、蟻迪)

内部・設偏

日 天丼

●天丼材の異状

(ハガレ、たわみ、浮き、

シミ、カピ)

□ 壁

●壁材の異状

(ハガレ、浮き、シミ、

カビ、割れ)

(ハガレ、浮き、シミ、

カビ、割れ、傾き)

□室内ドア・障子

●建付けの異状

(開閉の不具合、傾き)

□設備

●給水、排水の不具合

(赤水、踏より、奥い、

水漏れ)

外部まわり

田

定期的に
点検
しましよう

高山市空き家の手引き  11
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今後使用する予定がなく、空き家の維持管理ができない場合、売期ta賞などを検討する必要が

あります。特に老朽化が進んだ建物は、修繕や改停に要する貴用が大溶くなりますので、以下を参考

に早めに売却や貿賞などを検討しましよう。           若

0-売 却・質賞の準備

空き家の売却、貫賞、解体などをお考えの場合、空き家の中にある家財や

荷物を整理することが必要です。

早い段階から整理を進めることにより、その後の活用を円滑に進めること力ぐて'きます。

なお、通品や仏壇などがあり、自力で処分することが困難な方は、民間の家財整理専門業者や仏異店等を活

用するのも一つの方法です。

併 売却・質賞の検討

0売却
不動産業者との無介契約により仲介を依頼するのが一般的です。また、業者力壇取り、リフオーム後に阪売する買取再

販も多くなっています。事業者によって価格が興なることも多いので、複数の不動産業箸に査定してもらいましよう。

0質賞
空き家は、リフォームしてから賃賞するのが一般的です。また、近年、僣り手が自由にリフォームすることを許害して質

賞するケースもでてきています。

方法によって、それぞれメリット・デメリットがありますので、地元の不動産業者に相談しましよう。

餅 売却・質賞が困難な場合

亮却・賃賞が困難な空き家については、解体をして駐車場などとして「土地Jを活

かすといった方法もあります。土地活用の可能性は、土地の周辺状況などによって

異なります。解体を行う前に建築士や不動産業者へ相談しましよう。

空き家の売却、賃賞を検討しよう

12 鵠 v葛閉子鰭,攻



餅 売却・質賞のヒント

どこの不動産業者に相酸すれば

よいかわからない場合には?

空き家周辺の地元不動産業者に相談し

てみては…

亮却するのに費用負担が難しい

場合には?

解体費や測量費などを含む亮却を不動

産業者に福談してみては…

亮り出したいが、家に欠陥が

あってトラプルにならないか?
建物状況調査 (インスペクシヨン)をし

てみては・̈ W

Pく

倍地で空音森が売却で害ない

場合には?

僣地契約を延長して質賞を検討して

みては…

狭小土地や捜道

不良土地で売却が

難しい場合には?

隣の琢に買つてもら

えないか提案してみ

ては…

古くて賞せるか悩んでいる場合

:こ 1よ ?

固定資座税相当分の家賃で貿賞でき

ないか不動慶業者に相談してみては…

耐震改停済み、リフォーム済み

をアピールする場合には?

建物状況調査を実施し、安心R住宅※

として売却を検討してみては…

※「安心R住宅Jとは、これまでの既存住宅 (中古住宅)のマイナスイメージを払筑

するため一定の条件を潤たした住宅の広告に、国が蘭標登録したロゴマーク

を付けて、物件選びに役立つ情報を消費をの営さまへ分かりやすく提供する

仕組みです。

、 I′

相続した土地を国が引き取る制度が始まりました

令和 5年 4月 27日より、福続した土地を国が引き取る「帽統土地固庫帰属語J度」が始まりました。これは、

1日続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放

して回慮に帰属させることができる制度です。詳しくは法務省ホームページでご確認ください。

0

法務省

t   、

妙

B

0

高山市空き家の手引き  13
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・維持管理にかかる手間とお金が不要

・一時的によとまったお金が得られる

。現金化することで遺歴分割しやすくなる

。経年劣化による将来下落するリスクの回避

二歳「 nェヒ
lel‖ Hhe● I,olooo 9o81111‖ ||||||‖ hHI‖ e19ol品

・思い入れがある建物が失われる

。希望価格で売れない可能性
。境界確認など手間や経受が掛かる可能性

餅 専門家が一緒に考えます(相談から売却までの流れのイメージ)

け C}―物件調査  Cチー価格査定  C}― 媒介契約の締結不動産業者に
祖談

亮却条件をざっくばらんに

相談

不動産集奢力境 却予

定物件を目査します

物作を査定した価格

が提示されます

′

不動痙粟者に亮却を依頼

します

メリット デメリット

け 広告   い
販売活動を行います

売買契約の
交渉

購入希盟をと興的条件を

交渉します

ヽ

● け 売却売買契約の
締結

契約条件など合意が

できたら契約

売翼代金の受領と同時

に買主に物件を引き渡

します

ヽ

^ 
■

ヽ 日

14 ΨじηBttF粋Ⅲ攻
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。家賃収入がイ9られる

。起物 (資歴)を持ち続けられる

。担保にできるため融資が受けられる

。換気や過水などの管理が不要になる

管管aェヒ
・■
．≒

0 亀
|:〕 〕IHha olつ

`〕

出 1 lHtiHlll,1,1 lHitH]|,1'11: †1,1,:〕・,,11:11日 :''11‖

・入居者がいない場合には収入が得られない

。入居者とトラブル(家賃澪納等)のリスク

・リフオームする場合には経費が掛かる

餅 相談から賃賞までの流れのイメージ

メリット デメリット

d〉―不動産業者に相談
物件の調査も行います

物件調査
(リフォームをする場合)

。Ⅲl災士ヽが賃貸予定物件を調査し、

リフォーム計画を行う

・計画が決まれば、

見積書を作成

※リフオームを行わない

場合はCDヘ

リフォーム

見積書を確認し連突士釘

にリフオームの依頼

所有者 臨簗士督

C}― 媒介契約の締結  け 資賞契約の締結 け 質賞開始

不動序X雪に賃賞の仲介
を依頼します

不lヵ産X者の仲介により入居箸
と契約

所有者が、建物と入居者を管

理するのか?イ 勤ヽFメ者に依
頼するのか?18談

してください

ヽ、 | ′

入居者毛

不D〕霊業者

高山市 空き家の手引き  15
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解体aェヒ 生◆

:hi,111山 ●l'1',‖ ‖:tI‖ Hh‖ ,Hiitit〕 ‖1〕 111品

・土地を売却しやすくなる

。土地を売却し現金化することで遺産分割しやすくなる

。維持管理にかかる手「』とお金が不要

・解体経費が必要となる

。固定資産税の軽減措置が適用されなくなる

。解体した土地に再建築できない場合がある

複数業箸に !

∈ 相談から解体までの流れのイメージ ′オヽ

i寺

解体経費の見積りは、費用や内容が過正かどうかの確認のため、複数業者に依頼しましよう。

解体後の土地利用も一緒に考えます。
―
h

け 解体業者に
相談

見積り依頼を行います

物件調査

解体天も群が現地調

査

しま

見積り

調査結果に基づき、

見積書を作成します

解体工事契約
の締結

見積金額や肉谷を電認し、

解体Iイ第と契約
します

け

か

メリット デメリット

所有者 解体業者琴 解体業者等

リサイクル法の届出、

工事届、施工計画や

近隣対策などを行い

ます

建物内残存物の
整理や処分

電気、ガス等の業者連絡。衣類や

家具などの移動や処分

所有者

Cチーエ事準備 け浜麟
への

騒音や猥働等が伴う

工事なので、ご近所

に撲拶されるとよい

でしょう(解体叉3が
代行する場合もあり

ます)

け 解体
工事完了。現地

確認し、工蓼代

金を支払います

解体した建物
1よ、滋失登記

をしましょう
△

解体業者等

16   ぽ 5≒,,,,2島 Ⅲ4マ|ャ輩
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高山市a補助全 I二ついて
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高山市では、家屋の除却や取得、耐震化等に対して次の補助事業を実施しています。
補助事業を利用したい、内容を詳しく聞きたいという方は各事業の担当までご連絡ください。

山 市 の 補 助 金 に つ い て (令和 8年 3月現在の補助制度 )

空き家に関する補助金について

∈ 空家等除却補助金
/' !li

柄助
'デ

件

柄1め命令0

∈

建築住宅課 TEL,0577‐ 35‐ 3176
老朽化して、周囲に危険や悪影響を及ぼす恐れのある空家響

対象費用の1/2(最大100万円)

空家取得・改修・質賞補助金

r' 11,

補 lサl安 イ年

術助全▼Ⅲ

●飛騨高山お、るさと暮らし・移住促進事業補助金
プランド戦略課 TEL。 0577‐ 35-3001
飛騨地域以外から高山市に移住して1年未活

取19受。改修受の1/2(最大100万円)、
賃僧料の1/3(上限15,000円 /月、最大3年間)

。まちなか定住促進事業補助金

―
仰まちづくり飛騨高山
TEL,0577‐ 57‐8765
高山市外から中心市街地区域内に移住

取得費・改修受の1/2(最大150万円)

●職住一体型支援事業補助金
仰まちづくり飛騨高山 TEL.0577-57-8765
中心市街地区班内の空き店舗や空き家等を取得よたは所有して行う以下のO、②いずれかの事業
①自ら居住しながら新たに事業を営むための、居住空間の確保、店鯛の回収にかかる工事

併

団 園 D解 鵜 餃 附 積 跳 又弼 指Υ

ための、居住醐 と店籠を分離勇 郵

耐震診断・耐震改修補助金

補助亨メ】十年

柄 n力 金散

,C iti

““

a力 Hl守

●耐震診断補助 ●耐震改修補助

建築住宅課 TEL.0577‐ 35… 3159
昭和56年 5月 31日以前に起築された建物

木造―戸建て住宅は無料

それ以外は費用の2/3(面積により限震額変動)

建築住宅課 TEL.0577‐ 35‐ 3159
昭和56年 5月 31日以前に選簗された木追―

戸連て住宅のうち、診断の結果醐霞強度が
不足していることが確認できたものm奨 隅 F粥脳 臀辮評

打〕 :ヽ

ヽ

“

R'J豊件

輛助全額

,I! IⅢ

柄 lサJ望 件

く広 占 )

囲つたとき|こ安心の「空き家管理サービスJ
図 地鷺密贈で大手企常には無いとめ綱やかなご裏盟にお応え!

田 正Eに置真に
'す

べてはお密標の奥田のために!

図 依顧書―人ひとりの立媚から騒曽の方法を掘票!

曰 大手に使われて書たお廠を次の方へと引き盤ぐ興け侶になりま魂

M阻富な経験を活かし、より返明性を高め、死却のお手伝いをさせていただ書ます。

葛

４ヽ

あ‡たの■,の不け,金 1:

APLA.有 服鮒 ア プ ラ 画 五 0■ 20‐ 052‐ 620
〒506・00S4高山市円本町 4・ i3・7

FAX:OS77‐ 37‐3all 揺

不動産相続舞薪ピ紹執!

Ⅲ抱〕j)tt'生 :1):)

1ヽ,
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∈ 固定資産税に関すること

併 相続・登記に関すること

岐阜司法書士会

∈ 土地の境界に関すること

岐阜県土地家屋調査士会

餅 売却・質貧に関すること

(公社)岐阜県宅地建物取引業協会飛碑支部

(公社)全日本不動産協会岐阜県本部

餅 建物の診断・リフォームなどに関すること

税務課 TEL.0577‐ 35‐ 3627

TEL.058‐ 246‐ 1568

TEL.058‐ 245‐ 0033

TEL.0577‐ 36‐ 1396

TEL.058‐ 272‐ 5968

TEL.058‐ 215‐ 9361

TEL.058‐ 277‐ 9211

(公社)岐阜県建築士会

(―社)岐阜県建築士事務所協会

固定資建税・都市計画税の賦課・in付・送付先など。(固定

資産税に係る1日続や地器等に関するお問い合わせも受け

付けます)

担当窓ロ

司法魯士

事業者団体 電話器号専門家

土地家屋調査士

電躇番号専門家事業者団体

宅地建物取SI士

事業者団体 奪門家 電露番号

建築士

事業者団体 専門家 電話番号

0ロ

18 プぅれ鰐ず簿寺攻
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高山市空き家バンクは、市内にある利用可能な空き家で売却や賃賞を希望する方から提供を受けた
空き家の情報を、市ホームページや、全国版空き家バンクのホームページに掲載し、市内外の購入や質
借を希望する方々へ幅広く情報を提供する制度です。

空き家の募魚
縄り起こし

0情報提供

問合せ等

富山市空き寮▼ゞン, ▲

0鶴↑↓違擁
0調査・結果報告

空憲所有を
空家紹介制度

協力不動産業者

※登録 に関 しての注意事項

・ 自身が所有している空き家に限ります。

・ 空家紹介制度協力不動産業者が調査し、登録可能と判断した物件に限ります。

・ 売買や質貸僣契約に関わる交渉・契約は協力不動産業者を介して行って下さい。

・物件及び契約に関するトラプルについて市は一切の責任を負いませれ

0高 山市都市政策部建築住宅課

田 0577‐35o3176 田盟図〕0577‐ 35‐3168

-ken可 @dty.takayamaoigttp 空き家バンク  不動産業者一覧

0内覧・仲介・契約
購入等希望者

市内に空家を所有している方で
空き家を売りたい方、貸したい方、空き家を登録しませんか?

空き家を

売りたい

貸したい

空き家を

JEいすとい

借りたい
高山市

空き家バンク

里

高山市 空き家の手引き  19



高山市空き申紹介需BI盛協力不動建業お…育
]wa9,‖ d,o‖ Hat111tethee 1191]IH:,oO Ilo品

(有)アプラ

lool ll〕 19!〕 IIII II,ol,91
※50

https:〃www.apta‐ realestateoco.jP/

な し

https:〃wwwoiwahatatcom

https://ueda‐ web,co m

http:〃www.ohisama‐ baby.jimdo.com

httPS:′/kanae‐ f.com/

httPS:′′era‐ ctover.com

https:′′e‐ kenei.co.ip

https:〃wwwomiyabi.cc

http://sato・ kenchikusha.com

http:〃wwwosanwaギ e.jp

https:〃wwwosumirefudosan,,p

httPSI〃WWWone.jP/asahi/seue/hudousan/

http:〃wwwochubusangyO.com

https://tsumugiya‐ takayama.com

httpsi〃www.nakamichi‐ kkocom/

https:〃www.hakuguri.IP/

https:〃www.panahome‐ aigi,co.,P/

https://hida‐ estate.com

httpsi〃www.hinatafudosan.com/

https:〃www.ho「 aguchi.watgroup.co。 ,p/

httP:〃WWW・ marunaka‐ kensetu,com

httP:〃WWW・ e‐ yamashitaoip′

https:〃www.robin‐ estate,com

httpsi〃ca,97880,com

岡本町牛 13‐ 7 37‐ 3310

匠ケ丘町卜47 34‐ 0354(有 )者垣沖工務店

下岡本町2618‐ 19 33‐ 0298岩畑不動産 (株 )

三福寺町3456‐ 5 33‐ 3271(有)ウエダエ務店

68‐3903(株)おひさま 清見町牧ケ洞3813

57‐ 8848(株)叶不動歴 西之―色町 3‐ 1152‐ 2

77‐ 9608クローバー不動産 中山町603

(株 )健栄 片原町21 32‐ 3686

(株 )建築雅 松之木町 1507‐ 1 35‐ 0459

(株)サ トウ選策社 冬頭町760‐ 1 70‐ 8790

山イ8不動産 (株 ) 本町 1‐40 32‐6214

下岡本 8町 2982‐ 10 62‐8250すみれリビング(株 )

大新町5‐ 93‐ 1 34‐ 6568せうえ不動歴サービス

昭和町 1・ 6‐3 32‐2906中部産業 (株 )

57‐ 8861(株)つむぎ舎 大新町2・ 205‐ 11

33‐0673中適建築開発 (株 ) 千島町1029‐ 12

72‐4484白栗不動産 囲府町金摘220‐ 4

(株)バナホーム震岐 西之―色町3‐681 34‐ 6055

斐太不動産 八軒日町2‐ 36‐ 3 36‐ 0365

(株)ひなた不動産 上岡本町 5‐ 12 32‐ 6811

(株)洞口不動産 名田町3‐ 86‐6 57‐ 7999

丸仲建設 (株 ) 松本町2223‐ 1 34‐ 1555

岡本 ]町 2・ 84・ 3 32‐3033(株)山下不動産

三福寺町251 57‐ 7260(株)ロピン

32‐0009渡辺不動産 (有 ) 花里町 6‐ 108

会社名
電

“

詈e
(市外周晉0577)

ホームベージ

(広 告》

不動置亮買専門の全田ネットワーク

ギ
=ゴ
争巧射

空き家対策・空き地の曽理 D活用方法で

お悩みの方、お気軽にご相談ください !
〔旧高山市〕
空き求・空き地活用相談専門憲口ざ

かなえ不動産嗜・予
お

新築B中吉口土地の
売買仲介専門店

不動産亮却拐件

“

奮中〉゙― 飛騨高山店

てOO
■

V

基

∬

れ
　

一

誂朗11胸
~毯
「

奮 0577-57-8848
"資

阜照高山市西之一色町3-1152-2
株式会社 叶不動産 :部 R,こ皐党r(3)"1728::
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のこ

お四りではありませんか?

』賓麗栃避基二c
団 空き家・空き地を
所有している

♪

守

団 不動産を相続した

団 i醒曽。償:督を奢えている

新打情報は随1時ホームページ更新中 !

お客様がこれまで守り続けられた財産を、私たちも大切にいたします。

査定
無料

相談

無料

買取
強fヒ

どんなことでもご相談ください !

lttR■

.:E―

丁

● リヨン

0

レザ

ルピット  セカンド
タウン● ストリー

●

新井こう早
霞■所

●

l

卜   l

０
研
守
『

(社 )↑ 1司 宅士山女!4勿耳父引茸 1録 I止 |£会とう。(†1)'費 Filげftとこ1位 R‖ 1勿取じ十二十鳥会 ti Ⅲ衰lil時 t知
lli免

`】

年(8)夕 :3381ユ ;

〒506-0054高山市岡本阿2丁目84-3

TEL:0577-32-3033
FAXi0577-32‐ 6967
E‐ maitiyamashitaes@dance,ocn.ne.Jp
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” お任せください!

私たちは遭正個格を担求 します !

・弊社では押単価での見積は致しません。

・数量に応じたお見積りで遭正価格を
ご提供致します。

安心 安全

環境配慮 法令運守
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⊂)緊タナカ技建
〒506‐ 2134厳甲県腐山市用生川阿襴山 800‐ 2

奮0577口78H1297


